
町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。
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町
で
は
住
宅
の
耐
震
化
を
促
進
す
る
た

め
、
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
工
事
の
支
援

を
し
て
い
ま
す
。
詳
細

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

1
木
造
住
宅
の
無
料
耐
震
診
断

対
象
と
な
る
住
宅　
下
表
参
照

対
象
者　
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者
な
ど

支
援
内
容　
町
が
委
託
す
る
耐
震
診
断
員

を
派
遣
し
て
診
断
を
実
施
し
ま
す
。

費
用　
無
料

募
集
件
数　
10
件
（
抽
選
）

2
住
宅
精
密
耐
震
診
断
費
補
助

対
象
と
な
る
住
宅　
下
表
参
照

対
象
者　
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者
な
ど

補
助
金
の
額　
耐
震
費
の
3
分
の
2
の
額

（
1
0
0
0
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

※
補
助
金
の
上
限
額
は
8
万
6
0
0
0
円

募
集
件
数　
2
件
（
抽
選
）

3 

木
造
住
宅
の

　
耐
震
改
修
工
事
費
補
助

対
象
と
な
る
住
宅　
下
表
参
照

対
象
者　
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者
な
ど

補
助
金
の
額　
耐
震
改
修
工
事
費
の
5
分

の
4
の
額（
1
0
0
0
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

※
補
助
金
の
上
限
額
は
1
0
0
万
円

対
象
と
な
る
条
件　
耐
震
改
修
工
事
で
、
耐

震
診
断
結
果
が
1
・
0
未
満
と
診
断
さ
れ
た

住
宅
を
1
・
0
以
上
と
す
る
耐
震
改
修
工

事
、
ま
た
は
0
・
7
未
満
と
診
断
さ
れ
た
住

宅
を
0
・
7
以
上
と
す
る
耐
震
改
修
工
事

募
集
件
数　
3
件
（
抽
選
）

4
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
設
置
工
事
補
助

対
象
と
な
る
も
の　
下
表
参
照

対
象
者　
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者
な
ど

補
助
金
の
額　
工
事
費
の
2
分
の
1
の
額

（
1
0
0
0
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

※
補
助
金
の
上
限
額
は
20
万
円

対
象
と
な
る
条
件　
奈
良
県
が
指
定
す
る

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
を
設
置
す
る
工
事

募
集
件
数　
2
件
（
抽
選
）

 

5
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の

　
撤
去
・
改
修
費
補
助

対
象
と
な
る
も
の
　
対
象
と
な
る
道
路
に

面
す
る
、
安
全
性
が
確
認
で
き
な
い
ブ

ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去
工
事
と
、
そ
れ
に

伴
う
軽
量
フ
ェ
ン
ス
な
ど
の
設
置

補
助
金
の
額
　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去
、

軽
量
フ
ェ
ン
ス
な
ど
の
設
置
に
要
す
る
経

費（
と
も
に
1
㍍
に
つ
き
1
万
円
を
上
限
）

の
そ
れ
ぞ
れ
2
分
の
１
の
額
（
そ
れ
ぞ
れ

10
万
円
が
上
限
）

募
集
件
数　
4
件
（
工
事
内
容
に
よ
り
変

更
あ
り
／
抽
選
）

申
込
方
法

　
所
定
の
申
請
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
契
約
前
に
必
要
書
類
を
添
え
て
ま
ち
づ

く
り
建
設
課
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、

募
集
件
数
に
達
し
な
い
場
合
は
抽
選
日
以

降
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

抽
選
応
募
期
間　
5
月
14
日
㈮
～
27
日
㈭

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
8
時

30
分
～
午
後
5
時
15
分
）

抽
選
日
時　
5
月
28
日
㈮
午
後
2
時

場
所　
町
役
場
2
0
1
会
議
室

※
抽
選
の
場
合
は
ご
連
絡
し
ま
す
。　

工
事
な
ど
の
完
了
期
日

　
申
し
込
み
後
、
次
の
完
了
期
日
ま
で
に

工
事
を
終
え
書
類
手
続
き
を
完
了
す
る
も

の
と
し
ま
す
。

完
了
期
日

1
2
3
5
…
令
和
4
年
1
月
28
日
㈮

4
…
令
和
3
年
12
月
24
日
㈮

支援制度 住宅の種類 建築年 床面積

1 木造住宅の
無料耐震診断

町内にある
木造住宅
（注 1）

昭和 56年 5
月 31日以前
の着工

延べ床面積
250㎡以下、
2階建て以下

2�住宅精密耐震
診断費補助

町内にある
一戸建て住宅
（非木造住宅
も対象）

建築年問わず 床面積の制限
なし（注 2）

3�木造住宅の
耐震改修工事
費補助（注 3）

町内にある
木造住宅
（注 1）

昭和 56年 5
月 31日以前
の着工

床面積の制限
なし（注 2）

4�耐震シェルター
設置工事補助

町内にある
木造住宅
（注 1）

昭和 56年 5
月 31日以前
の着工

床面積の制限
なし（注 2）
2階建て以下

▍耐震化支援対象となる住宅の条件

注 1　 木造以外の構造が混在している住宅、昭和 56 年 5 月
31 日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅など
は、対象外になることがあります。

注 2　 店舗などの用途を兼ねる場合は、その部分が延べ床面
積の 2 分の 1 未満のもの。

注３　  町が実施する耐震診断、または、それと同等以上の効
力を有する耐震診断で、診断結果が 1.0 未満のものに
限ります。

住
宅
の
耐
震
化
を
支
援
し
ま
す

5
月
14
日
㈮
か
ら
受
付
開
始

ま
ち
づ
く
り
建
設
課
都
市
計
画
係
☎
34
・
2
0
8
5



風
し
ん
抗
体
検
査
及
び
風
し
ん
の
第
5
期
の

定
期
接
種
・
高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種

保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
33
・
8
0
0
0

風
し
ん
抗
体
検
査
及
び

風
し
ん
の
第
5
期
の
定
期
接
種

対
象
者	

昭
和
37
年
4
月
2
日
～
昭
和
54

年
4
月
1
日
の
間
に
生
ま
れ
た
男
性

※ 

対
象
者
に
は
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
送
付

し
ま
し
た
。

実
施
期
間　
令
和
4
年
3
月
31
日
㈭
ま
で

場
所　
全
国
の
指
定
医
療
機
関

※ 

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
「
風

し
ん
の
追
加
的
対
策
」
を
検
索
し
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

内
容　
全
国
の
指
定
医
療
機
関
で
抗
体
検

査
を
受
け
ま
す
。
検
査
の
結
果
、
国
が
定

め
る
抗
体
価
に
満
た
な
か
っ
た
場
合
は
麻

し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種

を
受
け
ま
す
。

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種

対
象
者	

❶ 
4
月
2
日
か
ら
令
和
4
年
4
月
1
日
ま

で
の
間
に
65
歳
、
70
歳
、
75
歳
、
80
歳
、

85
歳
、
90
歳
、
95
歳
、
1
0
0
歳
に
な

る
人

❷ 

接
種
当
日
に
60
～
65
歳
未
満
で
、
内
部

障
害
な
ど
の
た
め
医
師
が
予
防
接
種
を

必
要
と
認
め
た
人

※ 

過
去
に
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
を
接
種
し

た
人
は
、
対
象
外
で
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※ 

対
象
と
思
わ
れ
る
人
に
は
4
月
に
接
種

券
（
ハ
ガ
キ
）
を
送
付
し
ま
し
た
。

実
施
期
間　
令
和
4
年
3
月
31
日
㈭
ま
で

場
所　
町
内
委
託
医
療
機
関
及
び
町
外
医

療
機
関

内
容　
町
内
委
託
医
療
機
関
へ
は
、
直
接

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
町
外
医
療
機
関
で

接
種
を
希
望
す
る
人
は
、
事
前
に
保
健
セ

ン
タ
ー
で
手
続
き
（
自
己
負
担
金
、
認
印
、

接
種
券
（
ハ
ガ
キ
））
が
必
要
で
す
。

　
生
活
保
護
受
給
者
は
健
康
福
祉
課
社
会

福
祉
係
（
☎
34
・
2
0
9
8
）
へ
事
前
に

お
申
し
出
の
う
え
、
自
己
負
担
金
免
除
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
金
　
3
0
0
0
円

こ
ん
な
と
き
に
は
届
出
が
必
要
で
す

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

桜
井
年
金
事
務
所
☎
42
・
0
0
3
3

住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
☎
34
・
2
0
9
7

　
国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
が
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

届
出
は
加
入
す
る
と
き
だ
け
で
な
く
、

被
保
険
者
種
別
が
変
わ
っ
た
と
き
に
も
必

要
で
す
。
も
し
、
届
出
を
し
な
か
っ
た
場

合
、
年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
受
け
取

れ
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
届
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
の
加
入
種
別

◦
第
1
号
被
保
険
者

自
営
業
の
人
や
そ
の
配
偶
者
、
学
生
、

フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
が
対
象
と
な
り
、
第

1
号
被
保
険
者
へ
の
加
入
や
種
別
変
更

の
手
続
き
は
、
町
住
民
保
険
課
か
桜
井

年
金
事
務
所
の
窓
口
で
行
い
ま
す
。

◦
第
2
号
被
保
険
者

会
社
員
や
公
務
員
な
ど
、
厚
生
年
金
保

険
に
加
入
し
て
い
る
人
が
対
象
に
な
り

ま
す
。
届
出
は
、
会
社
や
官
公
庁
な
ど

勤
務
先
が
行
い
ま
す
。

◦
第
3
号
被
保
険
者

国
民
年
金
の
第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
配
偶
者
が
対
象
に
な
り
ま

す
。
届
出
は
配
偶
者
の
勤
務
先
を
通
じ

て
行
い
ま
す
。

※ 新型コロナウイルス感染症により収入が減少した人を対象とする、国民年金保険料免除の臨時特例が
あります。

届出が必要なとき届出が必要なとき 異動の内容異動の内容 持参するもの持参するもの

退職したとき
（厚生年金保険加入者の場合）

第 2 号被保険者から第 1 号被
保険者になります。（第 3 号被
保険者に該当する場合を除く）

・印鑑
・年金手帳
・社会保険厚生年金保険資格喪失証明書など

資格喪失日が分かる書類
・個人番号がわかるもの
・本人確認ができるもの

配偶者に扶養されていたが、
配偶者が厚生年金保険の資格
を喪失したとき、配偶者の扶
養から外れたとき

第 3 号被保険者から第 1 号被
保険者になります。

20 歳以上 60 歳未満の人はこんなときに届出が必要です

町役場の代表電話番号☎ 0744-32-2901
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※�新型コロナウイルス感染症による影響により、本紙に掲載されている情報が変更になる可能性があります。
最新の情報については、担当課へ問い合わせいただくか、町ホームページをご確認ください。
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令
和
3
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
料
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

65
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

長
寿
介
護
課
介
護
保
険
係
☎
34
・
2
1
0
1

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

　
65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
は
、
3

年
ご
と
に
見
直
し
を
行
い
ま
す
。
令
和
3

～
5
年
度
の
3
年
間
に
つ
い
て
は
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
費
用
を
約
93
億
円
と

見
込
み
、
そ
の
う
ち
65
歳
以
上
の
人
の
負

担
分
を
約
22
億
円
と
算
出
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
保
険
料
の
基
準
年
額
は

7
万
3
2
0
0
円
で
、
令
和
2
年
度
の
保

険
料
と
同
額
と
な
り
ま
す
（
下
表
）。

介
護
保
険
は
支
え
あ
い
の
制
度
で
す

　
介
護
保
険
は
、
皆
さ
ん
が
納
め
る
「
介

護
保
険
料
」と
国・県・町
が
負
担
す
る「
公

費
」
を
財
源
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
3
～
5
年
度
に
つ
い
て
は
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
費
用
の
う
ち
、
公
費

負
担
分
が
約
49
％
、
40
～
64
歳
の
人
の
負

担
分
が
27
％
、
65
歳
以
上
の
人
の
負
担
分

が
約
24
％
と
な
る
見
込
み
で
す
。

　

高齢者保健福祉計画及び第 8 期介護保険事業計画を策定
計画期間は令和 3 年度から 5 年度までの 3 年間
　この計画は、老人福祉法、介護保険法に基づき、
3 年を一期として介護保健事業に係る保険給付の
円滑な実施に関する計画です。
　団

だんかい
塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年（2025

年）を見据え、たとえ介護が必要になっても住み
慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続ける
ことができるよう、高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画を策定しました。

65 歳以上の人の介護保険料（年額）
区分 対象者 料率 保険料（第 8 期）

第１段階

◦生活保護を受けている人
◦ 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けてい

る人、または前年の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が 80 万円以下の人

0.50
（0.3）

36,600 円
（21,900 円）

第２段階
◦ 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課

税年金収入額が 80 万円超 120 万円以下の人
0.75

（0.5）
54,900 円

（36,600 円）

第３段階
◦ 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課

税年金収入額が 120 万円超の人
0.75

（0.7）
54,900 円

（51,200 円）

第４段階
◦ 世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、

前年の合計所得金額と課税年金収入額が 80 万円以下の
人

0.90 65,800 円

第５段階
◦ 世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で、

前年の合計所得金額と課税年金収入額が 80 万円超の人
1.00 73,200 円

第６段階
◦ 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円

未満の人
1.20 87,800 円

第７段階
◦ 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万円

以上 210 万円未満の人
1.30 95,100 円

第８段階
◦ 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 210 万円

以上 320 万円未満の人
1.50 109,800 円

第９段階
◦ 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 320 万円

以上の人
1.70 124,400 円

※第 1 ～ 3 段階については公費により保険料が（ ）内の金額に軽減されます。

町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。
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※�新型コロナウイルス感染症による影響により、本紙に掲載されている情報が変更になる可能性があります。
最新の情報については、担当課へ問い合わせいただくか、町ホームページをご確認ください。

健診の概要

❶受診券が自宅に届く。

❷受診する医療機関（県内）を決めて、健
診日時の予約の電話を医療機関にする。

❸質問票を記入する。

❹医療機関で受診する。

▼  持ち物　受診券、被保険者証、質問票

❺町から受診結果を約 2 ～ 3 ヵ月後に送
付します。（医療機関からの報告の関係
で、3 ヵ月以上かかる場合があります）
また、早く結果を知りたいときは、受診
した医療機関で結果の説明を受けること
ができます。受診時に申し出てください。

健診の流れ
　
健
康
診
査
は
、
後
期
高
齢
者
の
健
康
を

保
持
・
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
委
託
を
受
け

て
町
が
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
人
に
は
５
月
下
旬
に
受
診

券
を
送
付
し
ま
す
。
心
臓
病
や
糖
尿
病
な

ど
の
生
活
習
慣
病
を
早
期
に
発
見
す
る
こ

と
で
、
必
要
に
応
じ
て
早
め
に
治
療
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
ご
自
分
の
健
康
状
態
を

チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
い
機
会
だ
と
捉
え
て
、

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

※
次
の
よ
う
な
人
は
、
必
ず
し
も
健
診
を
受

け
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か

か
り
つ
け
医
な
ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◦
病
院
ま
た
は
診
療
所
に
長
期
入
院

（
６
ヵ
月
以
上
継
続
し
て
入
院
）
し
て

い
る

◦
事
業
主
健
診
な
ど
、
他
で
健
康
診
査
を

受
診
す
る
機
会
が
あ
る

◦
施
設
に
入
所
し
て
い
る
（
障
害
者
支
援

施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
保
険

施
設
な
ど
）

※
令
和
3
年
4
月
～
11
月
に
75
歳
に
な
る

人
は
、
誕
生
月
の
翌
月
末
ご
ろ
に
受
診

券
を
送
付
し
ま
す
。

※
令
和
3
年
12
月
以
降
に
75
歳
に
な
る
人

は
、
令
和
4
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
健

康
診
査
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
国
民
健

康
保
険
ま
た
は
他
の
健
康
保
険
か
ら
、

特
定
健
診
の
案
内
が
届
い
て
い
る
人
は
、

75
歳
の
誕
生
日
前
日
ま
で
に
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

健診の概要

実施期間　6 月～令和 4 年 1 月末日
検査内容　
◦問診　 ◦身体計測（身長、体重、ＢＭＩ）
◦診察　◦血圧測定　◦血液検査（脂質、
腎機能、肝機能、血糖、血清クレアチニン
検査）　◦尿検査（尿糖、尿タンパク）　
◦貧血検査　◦心電図検査
※ 前年度の検査結果や医師の判断で眼底検

査が追加されます。
費　　用　無料

令
和
３
年
度
後
期
高
齢
者
健
康
診
査
が

6
月
か
ら
始
ま
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

住
民
保
険
課
福
祉
・
高
齢
医
療
係
☎
34
・
2
0
9
5
／
☎
34
・
2
0
9
6

認知症のことなどお気軽にご相談ください

ここだけカフェ
町地域包括支援センター☎ 34-2104 場所　道の駅「レスティ唐

古・鍵」多目的室１・２
対象　認知症について話し
たいこと、聞いてみたいこ
とがある人ならどなたでも
参加費　無料　　
申込　不要

日時 5月19日㈬
午後2時～ 4時

　認知症についての心配や関心がある人ならどなたでも
参加いただけるカフェを開いています。
　身近な人には話しにくいようなことも「ここだけ」の
居心地いい空間で、気軽にお話しできるカフェを目指し
ています。



ヤ
マ
ト
王
権
と
大
和
の
玉
生
産

唐
古
・
鍵
考
古
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
春
季
企
画
展
関
連
講
演
会

唐
古
・
鍵
考
古
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
☎
34
・
7
1
0
0

日
時　

　
　
　
午
後
2
時
～
午
後
3
時
30
分

　
5
月
22
日
㈯
　

場
所　

青
垣
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
2
階
研
修
室

（
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
：
1
階
視
聴
覚
室
）

講
師　

廣
瀬
時
習
さ
ん
（
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博

物
館 

副
館
長
）

定
員　

1
0
0
人
（
申
し
込
み
不
要
、
先
着
順
）

※
聴
講
無
料

1967 年、東京都生まれ、茨城県育ち。
1995 年同志社大学文学研究科博士課程前期
修了。博士課程後期中退。専門は日本考古学。
主な著作に「玉と玉生産からみた 5 世紀の
王権」（『大阪府立近つ飛鳥博物館館報』19）、

「玉生産と流通」（『弥生時代の考古学』６）、「弥
生時代玉類の地域性 」（『季刊考古学』94)、「弥
生・古墳期の玉の使用形態と意義 - 玉副葬の
歴史的展開 -」（『文化史学』52）など。

廣瀬時習 さん

唐古・鍵考古学ミュージアム�春季企画展

古
いにしえ

のアクセサリー工房
 ―十六面・薬王寺遺跡の古墳時代―

▍期間

（開催中）～ 6 月 6 日㈰まで
午前 9 時～午後 5 時（入館は午後 4 時 30
分まで／月曜日休館／５月３日（月・祝）は
祝日のため開館／５月６日㈭は休館）

▍場所

青垣生涯学習センター 2 階 
会議室（特別展示室）

▍観覧料

▶一般…200 円
（常設展との共通券300円）

▶高校・大学生…100 円
（常設展との共通券150円）

町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。
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いっしょにたべようよ

こども食堂たわらもと
主催：田原本町赤十字奉仕団

　町内の小学生の居場所づくりを目的に
「こども食堂たわらもと」を開催していま
す。食事の提供は月１回を予定しています。 参加無料

対象　幼稚園児と小学生（幼稚園児と田原本小学校区以
外の児童は保護者の送迎が必要）

問・申込　6 月 7 日㈪までに NPO 法人子育てすこやか
サークル（☎ 35-3835）へ。詳細は QR コードを読み取っ
てください。
※ メニューは未定です。（アレルギーの

対応はしません）
※ 参加児童の中で調理のお手伝いをして

くれる人は、午前 11 時集合（三角巾とエプロン要）

定員　 約 30 人

場所　青垣生涯学習センター 2 階　調理室

日時 正午～午後 1 時 30 分6 月 19 日㈯



5 月 5 日（こどもの日）から
1 週間は「児童福祉週間」

あたたかい　ことばがつなぐ　こころのわ

こども未来課総合相談係☎ 33-9095

　「児童福祉週間」とは、毎年 5 月 5 日の「こどもの日」
から 1 週間のことで、子どもや家庭、子どもの健やかな
成長について国民全体で考えることを目的としています。
　児童福祉について考えるきっかけになればと思い、子ど
もの権利についてご案内します。

「子どもの権利条約」を聞いたことがありますか？
　世界中すべての子どもが持っている「権利」について定
めた条約です。
　子どもの権利条約は、世界中の子どもたちが幸福に生き
ることを願い 1989 年に国連で採択されました。

生きる権利 すべての子どもの命が守られること

育つ権利
 もって生まれた能力を十分に伸ばして成長
できるよう、医療や教育、生活への支援な
どを受け、友達と遊んだりすること

守られる権利 暴力や搾取、有害な労働などから守られる
こと

参加する権利 自由に意見を表したり、団体を作ったりで
きること

　子どもや家庭を取り巻く環境は、少子化の進行や児童虐
待の増加、子どもが犯罪に巻き込まれるなど大きく変化し
ています。
　次世代を担う子どもが心身ともに健やかに生まれ育ち、
家庭や地域で心豊かに安心・安全・安定して生活できる環
境を推進していくことは極めて重要な課題です。子どもの
権利条約で定められている子どもの権利は、大きく分けて
４つあります。

子どもの権利条約が定めている権利

◦生命、生存及び発達に対する権利
　（命を守られ成長できること）
　すべての子どもの命が守られ、もって生まれた
能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、
生活への支援などを受けることが保障されます。
◦子どもの最善の利益
　（子どもにとって最もよいこと）
　子どもに関することが行われる時は、「その子
どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。
◦子どもの意見の尊重
　（意見を表明し参加できること）
　子どもは自分に関係のある事柄について自由に
意見を表すことができ、おとなはその意見を子ど
もの発達に応じて十分に考慮します。
◦差別の禁止
　（差別のないこと）
　すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性
別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも
差別されず、条約の定めるすべての権利が保障さ
れます。

子どもの権利条約一般原則

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前 8時 30分～午後 5時 15分
◦総合相談係（庁舎内）☎ 33-9095
◦子育て相談係（保健センター）☎ 33-9035
月～土曜日…午前 9時～午後 6時
日曜日、祝日、夜間は児童養護施設で受付
◦児童家庭支援センターあすか☎ 44-5800
月～金曜日、日曜日
午前 9時～午後 6時
◦児童家庭支援センターてんり
　☎ 0743-63-8162

保護者の人へ～いつでもご相談を～

　　子育てには気力と体力を使うため、困りごとが生子育てには気力と体力を使うため、困りごとが生
じたときには相談に行く気力が湧かない状態になっじたときには相談に行く気力が湧かない状態になっ
ていることも多く、状態が落ち着いているときに子ていることも多く、状態が落ち着いているときに子
育て相談をしておくことも大切です。育て相談をしておくことも大切です。
　相談は窓口や電話、訪問も可能です。対応する　相談は窓口や電話、訪問も可能です。対応する
職員は、保健師・助産師・保育士などがいますの職員は、保健師・助産師・保育士などがいますの
でいつでも相談ください。でいつでも相談ください。
　地域で子どもたちの笑顔を守るため、一人ひと　地域で子どもたちの笑顔を守るため、一人ひと
りに何ができるのかを考える機会にしましょう。りに何ができるのかを考える機会にしましょう。
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※�新型コロナウイルス感染症による影響により、本紙に掲載されている情報が変更になる可能性があります。
最新の情報については、担当課へ問い合わせいただくか、町ホームページをご確認ください。



実施機関 件数
○町長部局 322

町 長 公 室 20
総　務　部 42
住民福祉部 151
産業建設部 64
上下水道部 43
会 計 課 2

○教育委員会 63
○選挙管理委員会 9
○公平委員会 3
○監査委員 2
○農業委員会 7
○固定資産評価審査委員会 2
○議会 3

合計 411

個人情報取扱事務の届出状況（表 3）

令
和
2
年
度
の
運
用
状
況
を
公
開
し
ま
す

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度

総
務
課
法
務
文
書
係
☎
34
・
2
1
1
4

　
町
で
は
、
情
報
公
開
制
度
と
個
人
情
報

保
護
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
制
度
の
令
和
2
年
度
の
運
用
状
況
が
ま

と
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

情
報
公
開
制
度
の
運
用
状
況

　
情
報
公
開
制
度
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
の

町
政
へ
の
参
加
と
開
か
れ
た
町
政
を
推
進

す
る
た
め
に
、
町
が
保
有
し
て
い
る
行
政

情
報
（
公
文
書
）
の
開
示
を
請
求
で
き
る

権
利
を
保
障
す
る
も
の
で
す
。（
表
1
）　

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

　
個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
町
が
保
有
す

る
個
人
情
報
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
皆

さ
ん
の
自
己
情
報
に
つ
い
て
開
示
や
訂
正

な
ど
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
も

の
で
す
。（
表
２
）

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
届
出
状
況

　
個
人
情
報
保
護
制
度
を
実
施
す
る
町
の

機
関
（
実
施
機
関
）
が
個
人
情
報
を
取
り

扱
う
事
務
を
行
う
場
合
は
、
そ
の
目
的
、

対
象
者
の
範
囲
、
記
録
項
目
、
収
集
先
な

ど
を
明
ら
か
に
し
、
町
長
へ
届
け
出
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
表
3
）

総
合
公
開
窓
口
の
利
用
案
内

　

町
役
場
2
階
の
総
合
公
開
窓
口
で
は
、

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度
に
関
す

る
相
談
や
開
示
請
求
の
受
付
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
政
に
関
す
る
資
料

が
自
由
に
閲
覧
で
き
ま
す
。

個人情報の開示等請求の運用状況（表 2）

件数 実施機関
決定内容

開示 部分開示
開示請求 8 町長部局 7 1
合計 8 7 1

公文書の開示請求・申出の運用状況（表 1）

件数 実施機関
決定内容

取り
下げ開示 部分

開示 非開示 却下

開示
請求

18 町長部局 4 12 1 1 0
9 教育委員会 5 4 0 0 0
0 議会 0 0 0 0 0

申出

3 町長部局 0 1 1 0 1
3 教育委員会 0 3 0 0 0

0 選挙管理
委員会 0 0 0 0 0

0 議会 0 0 0 0 0
合計 33 9 20 2 1 1
※��開示請求の町長部局に1件決定に対する審査請求があり
ました。

　町では、省エネの一層の推進を通じて、地球温暖化防止を図る
ため、また、夏季の節電対策の一環として、積極的に町施設にお
ける「適正冷房（28℃）」とそれにふさわしい職員の「軽装（ノー
上着、ノーネクタイ）」を推進しています。

期　間 5 月 1 日㈯～ 10 月 31 日㈰

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

夏のエコスタイルキャンペーン
問人事課人材育成係　☎ 34-2056

町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。
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令
和
３
年
経
済
セ
ン
サ
ス–

活
動
調
査
に

ご
協
力
を

ぜ
ひ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ご
回
答
く
だ
さ
い企

画
財
政
課
統
計
分
析
係
☎
34
・
2
0
8
3

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
回
答
に
ご
協
力
を

　
回
答
は
便
利
で
安
全
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
回
答
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

※ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
送
受
信
は
暗
号

化
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
外
部
に
漏
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
入
力
内
容
を
一

時
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
、
24
時
間
い

つ
で
も
回
答
可
能
で
す
。

か
た
り
調
査
に
ご
注
意
を

　
調
査
員・指
導
員
は
「
調
査
員
証
」・「
指

導
員
証
」
や
「
従
事
者
用
腕
章
」
を
身
に

着
け
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

注
意
　

　
こ
の
調
査
は
、
統
計
法
に
基
づ
く
基
幹

統
計
調
査
で
、
す
べ
て
の
事
業
所
に
報
告

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
提
出
さ
れ
た
内

容
は
統
計
作
成
の
目
的
以
外
（
税
の
資
料

な
ど
）
に
は
絶
対
に
使
用
し
ま
せ
ん
。

　
全
国
す
べ
て
の
事
業
所
・
企
業
を
対
象

に
6
月
1
日
を
基
準
日
と
し
て
「
令
和
3

年
経
済
セ
ン
サ
ス–

活
動
調
査
」
が
行
わ

れ
ま
す
。
日
本
経
済
の
「
い
ま
」
を
明
ら

か
に
す
る
重
要
な
調
査
で
す
の
で
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
の
目
的

　
こ
の
調
査
は
、
我
が
国
の
事
業
所
・
企

業
の
経
済
活
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
各
種
統
計
調
査
の
母
集
団
情

報
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
調
査
結
果
は
、
各
種
行
政
施
策
や
学
術

研
究
の
基
礎
資
料
、
民
間
の
経
営
計
画
の

策
定
な
ど
に
利
用
さ
れ
ま
す
。

66 月 1 日㈫

基準日は

です。

❶単独事業所や新設事業所など
　調査員が 5 月 31 日までに調査票を
配布。インターネットまたは郵送によ
り回答。
❷支社を有する企業など
　国が企業の本社などに傘下の事業所
分も含めた調査票を一括して郵送。イ
ンターネットまたは郵送により回答。

調査の流れ

マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。

窓口での印鑑登録証明書の取得　窓口での取得には
「印鑑登録証」か「住民カード」の提示が必要です。なお、
利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバー
カードで、印鑑証明書と住民票を取得できます。

　マイナンバーカードとマイキー ID（マイナポイント予約）をより取得しやすいよ
うに、受付時間の延長と休日開庁を実施します。

休日開庁

午前 10時～午後 4時5 月 9 日㈰

受付時間の延長

5 月 19 日㈬、6 月 9 日㈬
午後7時まで（交付の受付は午後6時30分まで）

マイナンバーカードなどの取得率向上のため

マイナンバーカード・マイナポイント予約
（マイキー ID）受付時間の延長と休日開庁

問　マイナンバーカード交付窓口…住民保険課戸籍住民相談係
☎ 34-2087 ／マイキー ID設定支援窓口…総務課 ICT推進室
ICT 推進係☎ 34-2073

業務内容　
▶マイナンバーカード交付窓口

… マイナンバーカードの交付・申請・電子証明書更新
手続き（その他の業務は行いません）　

▶マイキー ID 設定支援窓口
　… マイキーIDの設定支援
※ 窓口の混雑状況によっては、お時間をいた

だくことがあります。
※ 受け取り方法など、詳細は交付通知書また

は町ホームページをご覧ください。

暮
ら
し
・
環
境

保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

就
職
・
募
集

催
し
・
講
座

そ
の
他

お
知
ら
せ

行
政
情
報

町役場の代表電話番号☎ 0744-32-2901

15 広報たわらもと　2021.05
※�新型コロナウイルス感染症による影響により、本紙に掲載されている情報が変更になる可能性があります。
最新の情報については、担当課へ問い合わせいただくか、町ホームページをご確認ください。


